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飲酒運転は犯罪です！ 
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※「短時間でも必ず施錠を！」裏面もご確認ください。 

 

・飲酒運転は、悲惨な交通事故を引き起こす悪質危険な行為
です。 

・お酒を飲むとわずかな量でも運転に大きな影響を及ぼし、
重大事故を起こす可能性が高くなります。 

・二日酔いでの運転や、身体にアルコールが残っている場合
は、絶対に運転をやめましょう。 

 
  

 

 

 

・運転免許の取り消し 
・勤務先の解雇 
・家庭崩壊 
などの結末が待っています 

飲酒運転で失うもの・・・ 

飲酒運転 
の結果 

公共交通機関を利用しましょう 

 

これだけ厳罰化されても飲酒運転が後を絶ちません！ 
 

  

 

□ 来店手段は車ではありませんか？ 
 
□ ハンドルキーパーはどなたですか？ 
 
□ 帰宅手段は何ですか？ 
 
  

 

友人、お店が必ずチェックして、飲酒運転を根絶しましょう！ 
 
  

自転車もダメ‼ 
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短時間でも必ず施錠を！ 
 11 月上旬、明地地内で無施錠の玄関、窓から
侵入され現金が盗まれる被害が連続で発生し
ています。 
 

  

 

被害に遭わないためのポイント 
 
  

 
ゴミ出し、近所への
外出でも必ず施錠 
 

  

 

不要な現金を自宅
に保管しない 
 

  

 

窓等に防犯グッズの
活用 
 

  

 

センサーライト、 
防犯カメラの設置 
 

  

 

  

 

地域の安全は、皆さん一人一人の協力で守られています。現在、朝日地区では無施錠によ

る侵入盗や不審者の目撃情報が寄せられています。しかし、防犯カメラを設置している家

庭は非常に少なく、犯人や不審者の特徴が把握できないため、犯人逮捕や被害防止が難し

い状況です。ぜひ、ご家庭での防犯カメラの設置をご検討ください。あなたの家を守るだ

けでなく、家族や地域の子供、高齢者の安心にもつながります。 

設置場所の相談やアドバイスについては、いつでも駐在所へお気軽にお声がけください。 


